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最新の動向（令和４年６月以降）
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No 日付 主務 内容

1 令和４年７月13日
デジタル庁
総務省

「地方公共団体の基幹業務システムの標準非機能要件【第1.1版】(案)」及び「地方公共団体の
情報システムのクラウド利用等に関する情報セキュリティポリシーガイドライン改定方針(案)」に
関する意見照会について
・資料① サイバーセキュリティに関する基準について
・資料② 地方公共団体の基幹業務システムの標準非機能要件の拡充等について
・資料③ 地方公共団体の基幹業務システムの標準非機能要件【第1.1版】(案)
・資料④ 改定方針のポイントについて
・資料⑤ 情報セキュリティポリシーガイドライン改定方針（案）

2 令和４年７月15日 デジタル庁

地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書【第0.8版】に関する意見照
会について（依頼）
・①地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書【第0.8版】
・②別紙1_機能要件

3 令和４年７月25日 デジタル庁

地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書【第0.8版】に関する意見照
会にかかる追加資料及び調査票の差替えについて（依頼）
・別紙2_住登外者宛名番号管理_項目定義書
・別紙3_団体内統合宛名_項目定義書
・住登外者宛名番号管理_API仕様書
・申請管理_API仕様書
・団体内統合宛名_API仕様書

4 令和４年７月26日 デジタル庁

地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第1.0版】各論（案）に係る意見
照会について（依頼）
・02_（別紙１）データ要件・連携要件各論_確認要領
・03_（別紙２）地方公共団体の基幹業務システムに係るデータ要件・連携要件標準仕様書【第0.8版】
・04_（別紙３）対応仕様書一覧
・04_（別紙３別添）子ども・子育て支援_標準仕様書案
・04_（別紙３別添）児童手当_標準仕様書案
・04_（別紙３別添）選挙_標準仕様書案
・API連携仕様書（住民基本台帳、障害者福祉、介護保険、独自施策）（案）
・データ要件・連携要件の各論（案）

※事務局で把握できているもののみ記載している。他業務の標準仕様書案は、デジタル庁のHPを参照のこと。
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

1
標準仕様書のファイ
ル形式及びレイアウ
トに関すること

標準仕様書のうち、機能要件の標準について
は、地方自治体からFIT&GAPを効率的に行う
ために、エクセル形式にしてほしいとの要望が
多いため、レイアウトを指定する。

【調整方針どおりに対応】
（別紙２）機能・帳票要件について、指定されたエク
セルフォーマットに置き換えている。
※機能・帳票要件のレイアウト変更は、8月24日の第４
回検討会までに対応

2 －
地方公共団体情報システム標準化基本方針
【第0.8版】を踏まえ、用語を統一する。

標準仕様書全体について、以下のとおり変更している。
実装すべき機能（実装必須機能）
実装しない機能（実装不可機能）
実装してもしなくても良い機能（実装標準オプション機
能）

3
本文の構成に関する
こと

標準仕様書のうち、背景や目的等については、
基本方針と重複した記載になっていることから、
基本方針を引用する形に置き換えてもよい。

【調整方針どおりに対応】
標準仕様書（本編）について、第1章の1．背景、2．
目的を、以下の内容とした。
1．はじめに
健康管理システム標準仕様書（以下「本仕様書」と
いう。）は、地方公共団体情報システムの標準化に関
する法律（令和３年法律第40号。以下「標準化法」とい

う。）第５条第１項に基づく地方公共団体情報システム
標準化基本方針（令和４年８月）を踏まえ、同法第６条
第１項に規定する基準に基づき、作成するものである。

○ デジタル庁が各業務の標準仕様書を確認した結果、横並びで対応必要な事項が発生したため変更を実施した。

○ 横並び調整事項に対して、健康管理システム標準仕様書1.0版案では以下のとおり変更している。

凡例 緑字 ：追加
赤字取消線：削除
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

4

操作権限
設定・管
理に関す
ること

操作権限設定・
管理は、すべて
の基幹業務シス
テムにおいて必
要であり、実装
必須機能として、
横並び調整方針
で規定されてい
る内容を含む形
に改める。

【調整方針どおりに対応】
標準仕様書（本編） 第３章 １．機能・帳票要件
（９）操作権限管理について
操作権限管理は地方自治体で利用する事務処理システムとして共通した要件とすることが基
本であることから、デジタル庁が整理した要件住民記録システム標準仕様書の「10.3 操作権限
管理」に準拠することを基本とする。加えて、住民記録システム標準仕様書において住民記録シ
ステム固有の機能や表現が記載されている部分については、健康管理システムに必要と整理さ
れたものは固有の要件として追加する置き換える必要がある。これらの考え方を踏まえて、以下
のとおり定める。

表3-7 操作権限管理（実装必須機能）

発注者のシステム操作権限ポリシーに基づき、システムの利用者及び管理者に対して、個人単位でID及び
パスワード、利用者名称、所属部署名称、操作権限（異動処理や表示・閲覧等の権限）、利用範囲及び期間
が管理できること。

職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権限レベルが設定できること。

操作者IDとパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による初期化
ができること。認証に当たっては、シングル・サイン・オンが使用できること。

アクセス権限の付与は、利用者単位で設定できること。
＜健康管理システム固有の要件＞
所属部署（課・係等）単位でも設定できること。
利用者又は所属部署（課・係等）単位に、アクセス権限（利用できる機能・メニュー）を設定できること。

＜健康管理システム固有の要件＞
利用者又は所属部署（課・係等）単位に、利用できる操作（登録・修正・削除・参照・印刷・ファイル出力）を
設定できること。

利用者及びアクセス権限の設定（登録・修正・削除・参照）は個別でできること。

IDパスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二要素認証に対応すること。

凡例 緑字 ：追加
赤字取消線：削除
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

表3-8 操作権限管理（実装標準オプション機能）

複数回の認証の失敗に対して、アカウントロック状態にできること。
複数回のアクセス失敗に対して、アクセス禁止状態にできること。

他の職員利用者が異動処理を行っている入力作業をしている間は、同一住民の情報について閲覧以外の
作業ができないよう、排他制御ができること。

アクセス権限の設定はシステム管理者により設定できること。

アクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジューラ―に設定する等、事前に準備
ができること。

事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること。

操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスができること。

＜健康管理システム固有の要件＞
管理が本庁と他に分かれる場合は、本庁部署・利用者と他部署・利用者で更新・参照の権限を設定できる
こと。（例：利用者」で更新・参照の権限を設定できること。（例：指定都市における本庁と区役所等））

＜健康管理システム固有の要件＞
本庁以外の部署・利用者のアクセス権限については、自治体の執行体制に応じて、住民がどこでも手続き
が行えるように管理場所（所管）以外でも更新できるようにするほか、管理場所（所管）は更新できるが他部
署（他の管轄や区役所等）は参照のみ・更新不可に設定できるようにもすること。政令指定都市における区
役所の配下にある支所・出張所等も同様に権限設定が選択できるようにすること。

利用者及び権限の設定（登録・修正・削除・参照）は一括でできること（人事異動時の負荷軽減を考慮し、
例えばCSVファイルを取込み一括更新できる等）。

アクセス権限の設定は、システム管理者により設定できること。

凡例 緑字 ：追加
赤字取消線：削除
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

5

バッチ処
理／一括
処理に関
すること

どの機能をバッ
チ処理を必要と
するかは、各業
務特性にあわせ
て標準仕様書に
規定する。
バッチ処理とす
る場合には、方
法を統一するこ
ととし規定を合
わせる。

【調整方針どおりに対応】
標準仕様書（本編） 第３章 １．機能・帳票要件
（11）バッチ処理一括処理時の自動化について
一括処理の実行方法は、手動による実行の他に設定による自動実行があるが、地方自治体で
利用する事務処理システムとして共通した要件とすることが基本であることから、デジタル庁が
整理した要件住民記録システム標準仕様書の「9.1 バッチ処理」に準拠することを基本とする。加
えて、住民記録システム標準仕様書において住民記録システム固有の機能や表現が記載され
ている部分については、健康管理システムに必要と整理されたものは固有の要件として追加す
る置き換える必要がある。これらの考え方を踏まえて、以下のとおり定める。

表3-11 一括処理（実装標準オプション機能）

バッチ処理の実行（起動）方法として、直接起動だけでなく、年月日及び時分、毎日、毎週○曜日、毎月ＸＸ
日、毎月末を指定した方法（スケジュール管理による起動）が提供されること。
実行（起動）方法として、直接実行ができること。

実行（起動）方法として、年月日及び時分、毎日、毎週ＸＸ曜日、毎月ＸＸ日、毎月末等を指定した方法（スケ
ジュール管理による起動、同期実行）で実行できること。

他システム間連携等のイベント発生による実行（実行の契機となる前処理の完了後に起動）ができること。

バッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメタが参照されること。
前回設定のパラメタは、一部修正ができること。
修正パラメタ個所については、修正した旨が判別し易くなっていること。
前回処理時に設定したパラメタを用いて、実行できること。パラメタは修正でき、再利用できること。

一括処理を行う場合でも単件等の処理に影響が出ないこと。

全てのバッチ一括処理の実行結果（処理内容や処理結果、処理時間、処理端末名称、正常又は異常の旨、
異常終了した際はOSやミドルウェア等から出力されるエラーコード等）が出力されること。

異常終了した場合の警告を健康管理システム内、または自治体が別途利用する他の通報システムに連携
できること。

バッチの実行結果から一連の作業で最終的な提出物をXLSX形式等で作成する場合等には、自動実行す
る仕組みを用意すること。

凡例 緑字 ：追加
赤字取消線：削除
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

6
大量印刷
に関する
こと

大量印刷・発送
の際の条件につ
いては、郵便局
や外部委託先
（印刷事業者等）
との取り決めや
同封物の封入の
有無などの詳細
な条件設定が想
定されること。
また、標準準拠
システムがクラ
ウド上に構築さ
れることが前提
であることを踏ま
え、標準準拠シ
ステムに印刷機
能を実装するの
ではなく、帳票
等の印刷のため
のデータ出力機
能を規定する。

【調整方針どおりに対応】
機能・帳票要件（01.健康管理共通）
機能ID：1.6.13.標準オプションの内容はPDFファイル等に限定

CSVファイルは実装必須として追加

なお、「外部委託用」と限定した記載となっていた部分は、「大量帳票等の印刷のため」と幅広の
扱いに変更している。
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

7

公的給付
支給等口
座に関す
ること

○ 公金受取口座（公
的給付支給等口座）の
利用に関する機能につ
いては、デジタル３原則
に基づくＢＰＲを進める
ため、公金受取口座の
対象事務（公的給付の
支給等の迅速かつ確
実な実施のための預貯
金口座の登録等に関す
る法律施行規則（令和
３年12月デジタル庁令
第10号)第二条各号に
規定する事務）を有す
る基幹業務システムの
標準仕様書において、
実装すべき機能として
規定し、業務フローも当
該規定に合わせ修正す
る。

○ また、標準仕様書
に規定されている帳票
のうち、公金受取口座
（公的給付支給等口
座）に関係するものに
おいては、公金受取口
座（公的給付支給等口
座）の利用の意思の有
無チェック欄を設ける。

○本編 表3-2

健康管理においては、予防接種の健康被害救済制度が対象ではあるが、機能・帳票要件
においては、申請から認定の状況を管理する要件のみを定めており、業務範囲に支払管
理を含めていない。そのため、横並び調整方針どおりの対応ではなく、本編にもその旨を
記載している。
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

8

住登外者
管理に関
すること

住所マス
タに関す
ること

○ 住登外者宛名番号
については、地方自治
体内部において一意に
特定するため、住登外
者宛名番号管理機能を
「地方公共団体の基幹
業務システムの共通機
能に関する標準仕様
書」に規定することから、
住登外者の管理が必
要な基幹業務システム
における標準仕様書に
おいては、住登外者宛
名番号管理に関し、実
装必須機能として規定
する。

○ 住民記録システム
から提供を受ける場合
を除き、住所が必要な
場合（住登外者の住所
を確定させる場合等）
がある基幹業務システ
ム（住民記録システム
を除く。）の標準仕様書
においては、アドレス・
ベース・レジストリをAPI

連携又はファイル連携
で参照できるように規
定する。

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
・機能ID：1.3.3. 、1.3.22. 、1.3.23.

・機能ID：1.3.3. 実装オプションの※1 に記載していた住登外者の宛名番号の
付番要件を削除し、機能ID：1.3.22.を追加している。
・機能ID：1.3.23.を追加している。
・機能ID：1.3.22. 、1.3.23. の詳細の確認や実装にあたっては、
デジタル庁から提供される資料を参照すること。
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

9

団体内統
合宛名番
号に関す
ること

○ 団体内統合宛名番
号については、地方自
治体内部において一意
に特定し、中間サーバ
への副本登録等を統一
的な方法で行う。

○ 具体的には、各基
幹業務システムにおい
て団体内統合宛名を保
持せず、副本登録等は、
団体内統合宛名機能
（「地方公共団体の基
幹業務システムの共通
機能に関する標準仕様
書」に規定する団体内
統合宛名機能をいう。
以下同じ。）を通して行
う。

○ このため、中間サ
ーバとの連携が必要な
基幹業務システムにお
ける標準仕様書におい
ては、団体内統合宛名
番号の付番及び中間
サーバ連携に関して、
実装必須機能として規
定する。

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
・団体内統合宛名番号の付番
機能ID：1.1.16. の住登外情報の団体内統合宛名システムへの連携を削除し、
実装必須機能への要件を記載している。
（詳細の確認や実装にあたってはデジタル庁から提供される資料を参照すること。）
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No 調整事項 変更のポイント 変更内容

10
ＥＵＣに関
すること

ＥＵＣについては、各業
務システムにおいて共
通的に利用できる機能
であることから、ＥＵＣ
機能（「地方公共団体
の基幹業務システムの
共通機能に関する標準
仕様書」に規定するＥＵ
Ｃ機能をいう。以下同
じ。）、標準仕様書にお
いてＥＵＣを規定してい
る記載については改め
る。

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
機能ID：1.5.1.

デジタル庁が定める共通機能に関する標準仕様書（EUCの規定）を満たす前提に変更し、
健康管理システム固有の要件は必要と判断し残している。



1-1．横並び調整対応

11

No 調整事項 変更のポイント 変更内容

11

庁内デー
タ連携に
関するこ
と

○ 各標準仕様書と連
携要件の標準との整合
性を確保するため、連
携要件の標準の機能
別連携仕様に規定する
連携機能の「機能説
明」の項目の内容を、
標準仕様書に規定する。

○ 各標準仕様書間や
連携要件の標準との間
で整合性が確保されて
いないものは、引き続
き、デジタル庁と関係
府省間で協議し、調整
する。

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
機能ID：1.1.1. 、1.1.8. など

機能自体に変更はなく、連携要件の記載に合わせた表現に変更している。

12

金融機関
マスタに
関するこ
と

口座を利用する事務を
行う基幹業務システム
において、統一的な管
理を行うことができるよ
うに規定する。

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
機能ID：1.2.25.に、デジタル庁指定の記載のとおり要件を追加している。



1-1．横並び調整対応

12

No 調整事項 変更のポイント 変更内容

13
検索文字
入力に関
すること

基幹業務システム（住
民記録システム、印鑑
登録システム、戸籍附
票システム及び戸籍シ
ステムを除く。）におい
て、氏名の検索文字入
力を統一的に行えるよ
うにするため、住民記
録システムの方法をベ
ースに、当該基幹業務
システムの標準仕様書
に規定する。

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
機能ID：1.4.2. はデジタル庁指定の記載のとおり変更している。



1-1．横並び調整対応

13

No 調整事項 変更のポイント 変更内容

14

マイナポ
ータルぴ
ったりサ
ービスに
関するこ
と

○ マイナポータルぴったり
サービスの利用に関する機
能については、デジタル３原
則に基づくＢＰＲを進めるた
め、すべての基幹業務シス
テムの標準仕様書において、
実装必須機能として、次のと
おり規定し、業務フローも当
該規定に合わせ修正する。

オンライン申請の申請デー
タを、申請管理機能（「地方
公共団体の基幹業務システ
ムの共通機能に関する標準
仕様書」において規定する
申請管理機能をいう。以下
同じ。）を経由して取得でき
ること。
取得した申請データについ
て、申請処理できること。
当該申請データに係る申請
処理状況(処理中、要再申
請、完了、却下、取り下げの
ステータス）を管理し、申請
処理状況やお知らせをマイ
ナポータルぴったりサービス
等に送信するために、申請
管理機能に申請データをキ
ーとして提供できること。
【対象事務】
・○○ ※重点計画記載手
続
・△△ ※重点計画記載手
続以外の手続を追加するこ
とが可能

【調整方針どおりに対応】
○機能・帳票要件（01.健康管理共通）
・機能ID：1.1.23.を1.1.22.に統合し、デジタル庁指定の記載のとおり変更している。
・機能ID：1.1.29.に、デジタル庁指定の要件を追加している。
（詳細の確認や実装にあたってはデジタル庁から提供される資料を参照すること。）


